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綾部市議会 令和６年３月定例会 

議 案 説 明 資 料 

 ２月１６日 

                               秘書広報課 

 

招集告示  ２月１９日 

会  期  ２月２６日～３月２２日（２６日間） 

付議案件  ４８件 

（内訳）条例関係  ２４件：一部改正２２件、廃止２件 

当初予算  １１件：一般会計１件、特別会計７件、 

公営企業会計３件 

補正予算   ８件：一般会計１件、特別会計４件、 

          公営企業会計３件 

そ の 他   ５件：契約変更１件、財産処分１件、 

計画策定１件、人事案件１件、 

専決処分報告１件 

 

議第１号 綾部市手数料条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に準じ、戸籍／除籍電子

証明書提供用識別符号の発行手数料を追加するため、所要の改正を行おうとする

もの。 

２ 改正の内容 

（１）手数料を追加 

・戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料：400 円／件 

・除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料：700 円／件 

（２）その他文言の整理 

３ 施行期日  

令和６年３月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料① 
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議第２号 綾部市部設置条例の一部改正について          資料②-１ 

１ 改正の理由 

令和６年度機構改革に伴い、こども政策に関する事務を一元的に取り扱う部を

新たに設置するため、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）「福祉保健部」を「福祉部」と「健康こども部」に分割 

（２）機構改革に伴う事務分掌の改正 

分掌事務  改正前の所管  改正後の所管  

福祉医療に関する事項  市民環境部  
福祉部 

健康こども部  

児童福祉に関する事項  福祉保健部  健康こども部  

保健衛生に関する事項  福祉保健部  健康こども部  

放課後児童健全育成事業に関する事項  教育委員会  健康こども部  

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

 

議第３号 綾部市職員定数条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

令和６年度人員配置に伴い、職員の定数について、所要の改正を行おうとするも

の。 

２ 改正の内容 

  定数の変更 ４３０人 → ４５０人（＋２０人） 

  （内訳）※変更する部局のみ 

・市長の事務部局の職員   ２６６人 → ２８６人（＋２０人） 

・教育委員会の事務部局及び  ５０人 →  ４５人（△ ５人） 

教育委員会の所管に属する 

教育機関の職員            

・消防機関の職員       ６５人 →  ７０人（＋ ５人） 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

 

議第４号 綾部市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正

について 

１ 改正の理由 

会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）会計年度任用職員の給与に勤勉手当を追加する等の規定の整理 

（２）その他規定の整理 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議第５号 綾部市一般職職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

育児休業をしている会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、所要の改正

を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）育児休業をしている会計年度任用職員のうち、基準日以前６カ月以内に勤務

した期間がある職員に勤勉手当を支給するための規定の整理  

（２）その他規定の整理 

３ 施行期日  

令和６年４月１日 

 

議第６号 綾部市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事するため市外に派遣される職員

に対し、災害派遣業務手当を支給するため、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

特殊勤務手当として災害派遣業務手当を追加 

名称 区分 金額 適用範囲 

災害派遣業務手当  １日 

840 円以内 

（著しく危険であると

市長が認める場合にあ

っては、1,680 円以内） 

本市の区域外に派遣され

た職員で、災害応急対策又

は災害復旧のための業務

に従事したもの 

３ 施行期日  

公布の日（令和６年１月１日適用） 

 

議第７号 綾部市ＵＩターン者定住支援住宅の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

１ 改正の理由 

所有者と入居者間における有償譲渡に伴い、岡安定住支援住宅を廃止するため、

所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

岡安定住支援住宅に関する規定を削除 

名称 所在地 設置年度 戸数 家賃月額 

岡安定住支援住宅  岡安町清戸１番地  平成２６年度 １戸 30,000 円 

３ 施行期日  

令和６年４月１日 
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議第８号 綾部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、当該基準との整合を図るため、所要

の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）「シー・ディー・ロム」等の特定の記録媒体を「電磁的記録媒体」に改める

等の文言の整理 

（２）施設の重要事項の書面掲示基準を見直し、書面掲示に加え、インターネット

を利用して公衆の閲覧に供することを義務付け 

３ 施行期日  

（１）公布の日 

（２）令和６年４月１日 

 

議第９号 綾部市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正につい   

     て 

１ 改正の理由 

吉美第１・第２放課後児童健全育成学級を統合し吉美小学校内に移転するなど、

所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）吉美第１・第２放課後児童健全育成学級を統合し吉美小学校内に移転 

現行 統合・移転後 

名称 位置 名称 位置 

吉美第１放課後児

童健全育成学級  

多田町寺田１７番

地の１ 吉美放課後児童

健全育成学級 

有岡町田坂１６

番地 吉美第２放課後児

童健全育成学級  

桜が丘一丁目４番

地の１ 

（２）その他規定の整理 

３ 施行期日  

令和６年４月１日 
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議第１０号 綾部市地域生活支援事業に係る利用者負担金の徴収に関する条例の

一部改正について 

１ 改正の理由 

訪問入浴サービス事業利用者負担金の徴収方法の見直しに伴い、所要の改正を

行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

訪問入浴サービス事業に係る規定を削除（同類サービスの支払方式に合わせ事

業委託する社会福祉法人等への直接支払方式に変更） 

３ 施行期日  

令和６年４月１日 

 

議第１１号 綾部市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部改正につ 

いて                       資料②-２ 

１ 改正の理由 

高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業を開始するに当たり、当該手数料を追加す

るため、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

手数料を追加  

・高齢者等ごみ出し支援戸別収集手数料：550 円／月 

３ 施行期日  

令和６年７月１日 

 

議第１２号 綾部市国民健康保険条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の軽減に係る所得判定基準を

引き上げるなど、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）保険料の軽減に係る所得判定基準の引上げ 

・５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に 

乗ずべき金額：29 万 5 千円（現行 29 万円） 

・２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に 

乗ずべき金額：54 万 5 千円（現行 53 万 5 千円） 

（２）賦課限度額の引上げ 

   ・後期高齢者支援金等分：24 万円（現行 22 万円） 

（３）退職者医療制度の廃止に伴う規定の整理 

３ 施行期日  

令和６年４月１日 
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議第１３号 綾部市介護保険条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

令和６年度から令和８年度までの第９期介護保険事業運営期間の保険料を定め

るため、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）第９期（令和６年度～令和８年度）介護保険事業運営期間の保険料を設定 

（２）第９段階と第１０段階を区分する基準所得金額を変更：400 万円→420 万円 

（３）第１０段階と第１１段階を細分化 

・第１０段階と第１１段階を区分する基準所得金額：520 万円 

・第１１段階と第１２段階を区分する基準所得金額：620 万円 

・第１２段階と第１３段階を区分する基準所得金額：720 万円 

（４）（３）による所得段階数の増：１３段階→１５段階    

３ 施行期日  

令和６年４月１日 

 

議第１４号 綾部市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

議第１５号 綾部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について 

議第１６号 綾部市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

議第１７号 綾部市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

国の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部改正に伴い、当該基準との整合を図るため、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）「シー・ディー・ロム」等の特定の記録媒体を「電磁的記録媒体」に改める

等の文言の整理 

（２）事業所の重要事項の書面掲示基準を見直し、書面掲示に加え、原則としてウ

ェブサイトに掲載することを義務付け 

（３）管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業

所、施設等でなくても差し支えない旨を明確化  

（４）（２）・（３）のほか国基準との整合を図るための規定の整理 

３ 施行期日  

（１）公布の日 

（２）・（３）・（４）令和６年４月１日 
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議第１８号 綾部市上水道給水条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

国の水道行政の権限移管に伴う規定の整理を図るため、所要の改正を行おうと

するもの。 

２ 改正の内容 

水道法等の権限が「厚生労働省」から「国土交通省及び環境省」に移管される

ことに伴う規定の整理 

３ 施行期日  

令和６年４月１日 

 

議第１９号 綾部市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正に

ついて 

議第２０号 綾部市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

地方自治法の一部改正に伴い、同法を引用する規定について、所要の改正を行お

うとするもの。 

２ 改正の内容 

地方自治法における公金事務の私人への委託に関する制度の見直しによる同法

引用規定の条ずれに伴う規定の整理 

３ 施行期日  

令和６年４月１日 
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議第２１号 綾部市火災予防条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に準じ、浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所等の設置許可申請に係る審査手数料を改定するため、所要の改

正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

手数料を改定 

（単位：円） 

手数料を徴収する事務名 現行金額 改定後金額 

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る審査 

危険物の貯蔵最大数量が 1,000 キロリットル以上

5,000 キロリットル未満 

1,180,000 1,450,000 

－上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が

5,000 キロリットル以上 10,000 キロリットル未満 

1,410,000 1,720,000 

－上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が

10,000 キロリットル以上 50,000 キロリットル未

満 

1,590,000 1,920,000 

－上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が

50,000 キロリットル以上 100,000 キロリットル未

満 

1,950,000 2,360,000 

－上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が

100,000 キロリットル以上 200,000 キロリットル

未満 

2,270,000 2,740,000 

－上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が

200,000 キロリットル以上 300,000 キロリットル

未満 

4,550,000 5,640,000 

－上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が

300,000 キロリットル以上 400,000 キロリットル

未満 

5,820,000 7,240,000 

－上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が

400,000 キロリットル以上 

7,070,000 8,790,000 

３ 施行期日  

令和６年４月１日 
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議第２２号 綾部市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償

基礎額を改定するため、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）非常勤消防団員等の損害補償に係る補償基礎額を改定 

（単位：円）  

階級 
勤務年数 

10 年未満 10 年以上 20 年未満 20 年以上 

団 長 及 び 副 団 長  12,500（12,440） 13,350（13,320） 14,200（14,200） 

分団長及び副分団長  10,800（10,670） 11,650（11,550） 12,500（12,440） 

部長、班長及び団員  9,100（ 8,900） 9,950（ 9,790） 10,800（10,670） 

備考：（ ）内は現行の補償基礎額 

（２）消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額の最低額を 8,900 円から 9,100   

  円に引上げ 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

議第２３号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく

債務の免除に関する条例の廃止について 

１ 廃止の理由 

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除

に関し、条例を適用することがないため、条例を廃止しようとするもの。 

２ 施行期日  

公布の日 

 

議第２４号 綾部市永井産業振興基金条例の廃止について 

１ 廃止の理由 

所期の目的を達したため、条例を廃止しようとするもの。 

２ 施行期日  

令和６年４月１日 

 

議第２５号～議第３５号 令和６年度当初予算 別掲 

 

議第３６号～議第４３号 令和５年度補正予算 別掲 
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議第４４号 新都市公園整備工事請負契約の一部変更について  

１ 提案の理由  

公園広場にステージと遊具を追加するなど、契約金額の増額について、議会の

議決を求めるもの。 

２ 内容 

契約の金額を４２，０３８，７００円増額し、「２４５，６４５，４００円」

に変更（変更前２０３，６０６，７００円） 

（参考） 

・工事の名称  新都市公園整備工事 

・工事の場所  綾部市並松町 

・工事の概要  基盤整備工事、植栽工事及び施設整備工事 

・契約方法   公募型指名競争入札 

・契約の相手方 綾部市井倉新町南大橋１８番地の２ 

上田工業株式会社 代表取締役 川北達哉 

 

議第４５号 市有財産中一部譲渡について 

１ 提案の理由 

あやべ山の家及びふるさと味あやべ工房に係る土地及び建物を譲渡すること

について、議会の議決を求めるもの。 

２ 内容 

（１）財産の表示 

ア 土地   

所 在 地 地 目 面  積  ㎡ 

睦寄町今竹１０番２  宅 地 ２，９７６．２５ 

睦寄町鼠塚４番２  宅 地 ７０８．００  

睦寄町鼠塚１番１２  宅 地 ３１５．６１  

睦寄町鼠塚２番５  宅 地 ６．９２ 

睦寄町鼠塚３番  宅 地 ９７８．００  

睦寄町鼠塚４番３  宅 地 ５３５．００  

イ 建物 

名 称 構 造 所 在 地 床 面 積 ㎡ 

あ や べ 山 の 家 
（ 本 館 ） 

木 造 
平 家 建 

睦寄町今竹１０番地２ ４６６．６０ 

あ や べ 山 の 家 
（ 研 修 館 ） 

木 造 
平 家 建 

睦寄町今竹１０番地２ １５８．７２ 

ふ る さ と 味  
あ や べ 工 房  

木 造 
平 家 建 

睦寄町鼠塚４番地２、４番地３ １７９．４９ 

（２）価 格 １５，５１０，３７３円 

（３）処分する相手方 

舞鶴市字上福井１１７番地 

志摩機械株式会社 代表取締役 志摩敏樹 
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議第４６号 綾部市エネルギー環境基本計画の策定について 

１ 提案の理由 

綾部市エネルギー環境基本計画を策定するため、綾部市行政に係る基本的な

計画の議決等に関する条例の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

２ 内容 

２０５０（令和３２）年ゼロカーボンシティの実現を目指し、２０３０（令

和１２）年度までのエネルギー政策と環境政策に関する目標や方策をとりまと

めた新たな計画を策定 

・計画の期間：２０２４(令和６)年度～２０３０(令和１２)年度（７年間） 

・計画の対象とする範囲・区域 

対象範囲 概  要 

脱炭素 
省エネルギー、CO２排出抑制・吸収、再生可能エネルギー 

など 

資源循環 廃棄物、リサイクルなど 

気候変動 気候変動適応策（健康リスク、防災・減災対策など） 

自然共生 
生物多様性、緑化、里山・農地、生活環境、公害、市民

活動など 

地理的範囲 綾部市全域 

 

諮第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について＝当日配布 

１ 提案の理由 

委員８人中１人について、令和６年６月３０日に任期満了となるため、その後

任委員の推薦について、議会の同意を求めるもの（任期３年）。 

 

報第１号 専決処分事項の報告について（令和５年度綾部市一般会計補正予算（第

９号）） 別掲 


